
令和７年度 

第１回 愛別町総合教育会議 
 
                日  時  令和８年１月２８日 １６：３０～              

場  所  愛別町総合センター 第１会議室 
 
 
出席者  愛別町      町  長       矢 部 福二郎 
    愛別町教育委員会 教 育 長       馬 場 信 明 

 教育委員       三 嶋 健 嗣 
              教育委員       菊 地 美智子 
              教育委員       多羽田 裕 一 
              教育委員       成 田 真 市 
 
              副町長        金 子 公 保 
    事務局      総務企画課長     武 田 典 明 
             総務企画課長補佐   上 北 泰 志 
             総務企画課総務係長  荒   晴 日 

              教育次長       森 川 儀 彦 
              主幹         髙 橋 留 美 
              総務・学校教育係長  太 田 温 子 
              社会教育係長     井 上 雄 太 
              教育推進アドバイザー 蟹 谷 正 宏 
 
１．開 会 
 
２．町長挨拶 
 
３．議事録署名委員の指名について 
 
                               
 
４．協議事項 

１）令和８年度教育関係予算要求における新規事業等について 
  ２）教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画等の策定について 
  ３）その他 
 
５．閉 会 



令和８年度教育関係予算要求における新規事業等について 
 
 
■新規事業 
 
１．義務教育学校整備事業（総体約 40 億円：令和 8 年度約 10 億円） 

令和１０年度の開校を目指し、新校舎建設に伴う次の工事等
を行います。 

１）校舎建築・電気・設備・外構工事 
２）上記工事監理業務委託 
３）体育館改修工事実施設計業務委託 
財源：文科省補助金、環境省補助金、過疎債 

 
２．金富公民館改修工事（25,168 千円） 

指定避難所として、豪雨・台風・積雪・吹雪等の複合災害リス
クを回避するため、次の改修工事を行います。 

１）屋根塗装及び一部たわみの修繕（防水・耐久性の向上） 
２）外壁のサイディング化 
３）各室入口のバリアフリー化 
４）玄関内扉のスライド化 
５）防炎カーテンの導入 
財源：緊防債、過疎債 

 
３．ＬＥＤ照明化（1,246 千円） 

初期費用（工事費・産廃費）が無料で工事より安価にＬＥＤ化
を実施することができ、また、保証期間についても、工事の場合
は 2 年間の保証だが、リース契約の期間中（７年）は無償保守
対応となるＬＥＤリース契約モデル事業（リース期間後は無償
譲渡）で、次の施設のＬＥＤ化を行います。 

１）農村環境改善センター 
２）金富公民館 
財源：過疎債 
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４．ファミリースキー場リフト更新工事（31,460 千円） 
経年劣化に伴い、リフトの更新工事を行います。 
財源：スポーツ振興くじ助成金（最大 2,000 万円：2/3 助成）、 

過疎債 
 

５．アクティブチャレンジデー事業（630 千円） 
地域の多様な主体が力を合わせ、町民総参加型の運動・スポー

ツプログラムを通じて、地域スポーツの推進とコミュニティの
活性化を図り、スポーツの力で地域課題を解決するため、次の大
会等を同日に開催します。 

１）ニュースポーツ「モルック」（新規購入）大会 
２）町民バレー大会 
３）チャレンジランキング大会 
４）保健福祉課との連携事業（障がいの啓発事業、ヨガ体験） 
財源：笹川スポーツ財団助成金（上限 50 万円：８割助成） 

 
６．海洋スポーツ及び熱中症対策備品購入（2,219 千円） 
   スポーツ振興のため、次の備品を購入します。 

１）カヌー、ペアカヌー、パドル 
２）メガＳＵＰ、ＳＵＰ用電動ポンプ 
３）ライフジャケット 
４）スポットクーラー 
財源：Ｂ＆Ｇ財団舟艇機材整備事業助成金（上限 100 万円：7

割助成）、Ｂ＆Ｇ財団熱中症対策事業助成金（100 万円：
全額助成） 

 
７．部活動地域展開普及事業：ｅスポーツ（495 千円） 
   部活動の地域展開に向けて、多様な活動に親しむ機会を提供

するため、ｅスポーツ実施に伴う次の備品をリースします。 
１）ゲーム機（Switch２） 
２）ゲームソフト一式、周辺機器 
財源：公益財団法人スポーツ安全協会中学校部活動地域展開

普及事業（上限 50 万円：全額助成） 
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■廃止事業 
 
１．図書バス運行事業（△870 千円） 

利用者がほぼいない状況のため、図書バス運行による図書貸
出事業を廃止します。 

 
 
■今後の課題 
 
１．義務教育学校開校に向けた次の検討事項 

１）校名、校章、校訓、校歌、校旗、制服等 
２）教育目標、特色ある教育を含めた魅力ある教育内容 
３）施設利用、備品整備 
４）ＰＴＡ・同窓会組織 
５）閉校・開校記念事業 等 

 
２．中学校校舎等の利活用 
 
３．中学校部活動の地域展開 
 
４．社会教育施設の老朽化対策と有効活用 

 
５．収蔵庫内収蔵品の整理継続と今後の展示等に向けた調査研究 
 
６．北海道石の活用とその在り方に向けた調査研究 
 
７．少子化に伴う子ども会の再編や事業見直し 
 
８．ボランティアの育成・支援 

１）地域学校協働本部活動 
２）こども見守り隊 
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教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画等の 

策定について 

 
■給特法の一部改正について 

 
給特法改正第 8 条は、教育委員会に対して、文部科学大臣が定める指針に基づき、教員の

業務量管理や健康確保措置に関する計画（業務量管理・健康確保措置実施計画）の策定と公
表、そしてその実施状況の公表を義務付けるもので、令和８年４月１日から施行されます。 
 

■計画の主な内容 
１．業務量管理・健康確保措置の明確化 

教育職員の心身の健康を確保し、適切な業務量を維持するための具体的な措置が盛
り込まれます。 

２．総合教育会議への報告義務 
計画の内容や実施状況は、総合教育会議に報告することが義務付けられます。 

３．学校評価との連動 
学校が学校評価の結果に基づいて講じる運営改善措置が、計画に適合するものであ
ることが義務付けられます。 

４．都道府県教育委員会による指導助言 
都道府県教育委員会は、市町村教育委員会に対し、計画の策定や実施に関して指導助
言を行う努力義務を負います。 

 
■改正の目的 

この改正は、教員の働き方改革を推進し、組織的な学校運営と指導を促進するとともに、
教員の処遇改善を図ることを目的としています。 

具体的には、教員が専門性を発揮できる環境を整備し、より質の高い教育を提供できるよ
うにすることが狙いです。 
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